
皮膚欠損用創傷被覆材の価格改定と保険請求について

令和2年4月の診療報酬改定内容から、創傷処置等に使用する皮膚欠損用創傷被覆材の償還
価格は下表の通りとなっています。

皮膚欠損用創傷被覆材の償還価格(令和6年厚生労働省告示第61号)

分野番号／名 機能区分 償還価格 スミス＆ネフュー該当製品

在008/
医101/
調012
皮
膚
欠
損
用
創
傷
被
覆
材

(1)真皮に至る創傷用 6円/cm2 ハイドロサイト♢ 薄型
レプリケア♢ ET

(2)皮下組織に至る創傷用
①標準型

10円/cm2 ハイドロサイト プラス
ハイドロサイト AD プラス
ハイドロサイト AD ジェントル
ハイドロサイト ジェントル銀
ハイドロサイト ライフ
レプリケア ウルトラ
アルゴダーム トリオニックⓇ

②異形型 35円/g イントラサイト♢ ジェル システム

(3)筋・骨に至る創傷用 25円/cm2 －

別表 対象 備考

Ⅰ 医科 在宅医療 在宅療養指導管理に伴い医療機関が患者に支給する材料
分野番号 在００８ 皮膚欠損用創傷被覆材

分野番号 在０１３ 局所陰圧閉鎖処置用材料
 分野番号 在０１４ 陰圧創傷治療用カートリッジ

Ⅱ 医科 その他（在宅
医療以外）

検査、処置、手術等に伴い医療者自身が使用する材料
分野番号 医１０１ 皮膚欠損用創傷被覆材

    分野番号 医１５９ 局所陰圧閉鎖処置用材料
 分野番号 医１８０ 陰圧創傷治療用カートリッジ

Ⅲ 医科/歯科 画像診断 画像診断に伴い医療者自身が使用する。（X線フィルム）

Ⅳ～Ⅶ 歯科 歯科材料 ― （Ⅴ011皮膚欠損用創傷被覆材）

Ⅷ 調剤 保険薬局 院外処方せんに基づいて保険薬局が患者に支給
分野番号 調０１２ 皮膚欠損用創傷被覆材

補足説明：特定保険医療材料には別表Ⅰ～Ⅷがあります。（下表参照）
「皮膚欠損用創傷被覆材」は、特定保険医療材料の別表Ⅷ第三調剤報酬点数表＃０１２＊として収載

⇒ 院外処方せんで、保険薬局より支給が可能となりました。
平成26年3月5日 厚生労働省告示第62号

皮膚欠損用創傷被覆材は、別表Ⅰ／Ⅱ／Ⅷのそれぞれに収載され、保険適用対象が各々異なります。

皮膚欠損用創傷被覆材の在００８、医１０１、調０１２には、それぞれ算定時の留意事項がきまっています。[次頁]
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区分Ⅱに掲載された医101「皮膚欠損用創傷被覆材」の算定に関する留意事項

101 皮膚欠損用創傷被覆材
(1) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。また、
同一部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみを算定する。

(3) 皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。
ア 手術縫合創に対して使用した場合
イ 真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
ウ 皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
エ 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 令和6年3月5日 保医発0305第8号

【適用疾患】 真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位（創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的
として使用するものであること。）

【適用条件】 機能区分に従い、それぞれ適用が認められた深さの創傷に使用すること。
 同一部位に対し（同時に）複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみを算定する。

【適用期間】 いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定
【適用方法】 医師が医療施設または往診等で直接患者に貼付する

医療者が直接患者に使用する場合
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008,009 皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ

(1) 本材料はいずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組
織に至る褥瘡（ 筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（ DESIGN-R分類D3 、D4及びD5 ） を有する患者の当該褥瘡に対して使
用した場合、又は区分番号「C114 」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定
できる。

(2) 皮膚欠損用創傷被覆材について、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 区分番号「C114」を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれも原則として3 週間を限度として算定する。それ以上
期間において算定が必要な場合には、摘要欄に詳細な理由を記載する。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 令和6年3月5日 保医発0305第8号

【適用疾患】 在宅患者で皮下組織に至る褥瘡（ 筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。）（ DESIGN-R分類
D3 、D4 及びD5 ） を有する患者
注）留意事項への記載はないが、在宅褥瘡患者に適用できる深さは、薬事法上認められている範囲に従う

【適用条件】 在宅療養指導管理料を算定している患者（在宅療養指導管理料の種類は次頁補足3参照）
【適用期間】 原則3週間、それ以上の期間で算定が必要な場合は詳細な理由を記載。
(場合によっては3週間以上も適用可能となった）

【適用方法】 医療機関の在庫から直接患者に渡す、または院外処方せんで保険薬局から渡す。

区分Ⅰ在008／区分Ⅷ 調012 の「皮膚欠損用創傷被覆材」の算定に関する留意事項

在宅患者へ供給する場合



ご注意ください： 皮膚欠損用創傷被覆材の保険算定可能な面積はパッド部分のみが対象です。
周囲に粘着部分がある創傷被覆材は、ドレッシングサイズ＝保険算定面積ではありません。

参考例）ドレッシングサイズが異なっても、保険算定のパッド面積は同じ
ハイドロサイト♢ プラス         5cmx5cm           ：パッド面積 25cm２

ハイドロサイト AD ジェントル 7.5cmx7.5cm     ：パッド面積 5 x 5cm=25cm２

C１００ 退院前在宅療養指導管理料

C１０１ 在宅自己注射指導管理料  

C１０１－２ 在宅小児低血糖症患者指導管理料

C１０１－３ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

C１０２ 在宅自己腹膜灌流指導管理料

C１０２－２ 在宅血流透析指導管理料

C１０３ 在宅酸素療法指導管理料

C１０４ 在宅中心静脈栄養法指導管理料

C１０５ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

C１０５－2 在宅小児経管栄養法指導管理料

C１０５ー３ 在宅半固形栄養経腸栄養法指導管理料

C１０６ 在宅自己導尿指導管理料

C１０７ 在宅人工呼吸指導管理料

C１０７－２ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

C１０７－３ 在宅ハイフローセラピー指導管理料

C１０８ 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

C１０８－２ 在宅悪性腫瘍患者協働指導管理料

C１０８－３ 在宅強心剤持続投与指導管理料

C１０8－４ 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

C１０９ 在宅寝たきり患者処置指導管理料

C１１０ 在宅自己疼痛管理指導管理料

C１１０－２ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

C１１０－３ 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

C１１０－４ 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

C１１０－５ 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料

C１１１ 在宅肺高血圧疾患者指導管理料

C１１２ 在宅気管切開患者指導管理料

C１１２ー 2 在宅喉頭摘出患者指導管理料

C１１４ 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

C１１６  在宅植込型補助人工心臓（非拍動流
型）指導管理料

C１１７ 在宅経腸投薬指導管理料

C１１８ 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

C１１９ 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

C１２０ 在宅中耳加圧療法指導管理料

C１２１ 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料

在宅療養指導管理料：C100～C121

補足1

補足2

保険算定面積計算時の注意点

参考資料
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パッド部分が
保険

償還対象

令和6年3月5日 保医発0305第4号 「診療報酬の算定方法の
一部改正に伴う実施上の留意事項について」
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ケース 同時に算定する技術料
（材料関連についての
み抜粋して記載）

該当する特定保
険医療材料の
別表
（分野番号）

適用期間

① 医師が手術において手術創である皮膚欠損
部位に創傷被覆材を貼付

K手術料（全層植皮術、
デブリートメント術など）

Ⅱで算定
（医１０１）

２週間を標準として特
に必要な場合３週間
まで

② 医師が医療施設・外来において、外傷部位
に創傷被覆材を貼付

創傷処置料等 Ⅱで算定
（医１０１）

③ 医師が医療施設・入院病棟において褥瘡Ⅲ
度に創傷被覆材を貼付

重度褥瘡処置料等 Ⅱで算定
（医１０１）

④ 医師が訪問診療・往診にて在宅にて褥瘡Ⅲ
度の患者に創傷被覆材を貼付

重度褥瘡処置料等 Ⅱで算定
（医１０１）

⑤ 医師が、在宅療養指導管理料（例：在宅
寝たきり患者処置指導管理料）を算定して
いるⅢ度褥瘡発生患者に創傷被覆材を供
給

処置料なし

在宅療養指導管理料
の算定

Ⅰで算定
（在００８）

３週間を限度として算
定
それ以上の適用が必要
な場合はレセプトに詳
細な理由が必要

⑥ 医師が、在宅療養指導管理料（例：在宅
寝たきり患者処置指導管理料）を算定して
いるⅢ度褥瘡発生患者に、院外処方せんに
より、創傷被覆材の供給を指示

院外処方せんを持参した患者へ、保険薬局
から創傷被覆材を供給、薬局が保険請求

処置料なし

病院側で在宅療養指
導管理料の算定

保険薬局側被覆材のみ
の場合薬剤料の算定は
なし

Ⅷで算定
（調０１２）

３週間を限度として算
定
それ以上の適用が必要
な場合はレセプトに詳
細な理由が必要

保険請求の考え方 （各ケースで該当する特定保険医療材料の別表等が異なる）

医師が手術において、術創に創傷被覆材を貼付する場合
分層植皮術を行った患者の採皮創に、ハイドロサイト♢ 薄型15ｃｍx20cm（保険算定面積：300cm2）を貼付した。

50

手
術
／
麻
酔

１回 25,820

薬剤  180

50

摘
要
欄

分層植皮術（X日）
200cm2以上 25,820ｘ1

医101 被覆材・真皮用
ハイドロサイト 薄型
300cm2×6円／10 180ｘ1

本来、手術のところに記載される麻酔・輸血等は割愛
してます。 手術の欄に記載

医療者自身が使用する場合 ケース①

参考資料
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14
在
宅
医
療

往診 回
夜間 回
深夜・緊急 回
在宅患者訪問診療
その他 1050
薬剤 1000

14
摘
要
欄

在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050

在008 被覆材・皮下組織用（標準）
製品名（例：ハイドロサイト ジェントル 銀）
12.5ｘ12.5（保険算定面積 100cm２）
100ｘ10円／10円＝100 100ｘ使用枚数

（例１０枚）
在宅の欄に記載

医療施設が、医師が貼付するとは別に直接渡す創傷被覆材のレセプト記入例：前頁ケース③
DESIGN-R分類Ｄ３の褥瘡を持つ患者で、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対し、医療施設から直接ハイドロ
サイト ジェントル 銀12.5ｃｍ×12.5ｃｍ（保険算定面積10ｃｍｘ10ｃｍ：100cm2）を10枚を供給した場合

5

医師が入院または往診において、直接患者に創傷被覆材を貼付する場合
一般病棟に入院中の患者に皮下組織に至る褥瘡（DESIGN-R分類 Ｄ３）が認められため、ハイドロサイト ジェントル 銀
12.5cmx12.5cm（保険算定面積：パット部分10x10cm＝100cm2）にて処置し、当該製品２週間で4回交換、医師の判断に
より、さらに1週間で1回交換、合計5枚使用した場合

40

処
置

処置 ５回 490

薬剤  500

40

摘
要
欄

重度褥瘡処置(100～500cm2)  98×5

医101 被覆材・皮下組織用（標準）
ハイドロサイト ジェントル 銀
100cm2×10円／10 = 100 100×5

医師が外来において、直接患者の創傷に、創傷被覆材を貼付する場合
左手指先に皮下組織に至る深さの外傷性皮膚欠損創を受傷した患者に、外来において、初診時、アルゴダーム トリオニックⓇ5x5cm
(保険算定面積25cm2）を貼付、翌日ハイドロサイト♢ ジェントル 銀7.5x7.5（保険算定面積：パット部分5x5cm＝25cm2）にて
処置し、当該製品２週間で４回交換した場合

40

処
置

処置 ４回 260

薬剤 125

40

摘
要
欄

創傷処置(100cm2未満)        52×5
医101 被覆材・皮下組織用（標準）
アルゴダーム トリオニック 25cm2×10円／10 = 25 25×1
ハイドロサイト ジェントル 銀

25cm2×10円／10 = 25 25×4

処置の欄に記載

医療者自身が使用する場合 ケース②

医療者自身が使用する場合 ケース③、④

在宅患者へ渡す場合：医療施設から ケース⑤

参考資料
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14
在
宅
医
療

往診 回
夜間 回
深夜・緊急 回

その他 1050
薬剤

14
摘
要
欄

在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050
算定条件なので必ず医療施設側で記載

原則3週間分ですが、それ以上を供給する場合は、
この摘要欄に詳細な理由を記載して処方する

創傷被覆材は、保険薬局側がレセプト申請するので、
この欄への供給分の記載はなし

在宅の欄に記載

院外処方せんにより支給する場合
DESIGN-R分類 Ｄ３の褥瘡を持つ患者で、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対し、
院外処方せんで、ハイドロサイト♢ ジェントル 銀 12.5ｃｍ×12.5ｃｍ（保険算定面積＊10ｃｍｘ10ｃｍ：100ｃｍ２）を3週間分と
して10枚処方 ＊注）保険算定面積はパッド部分が対象で、パッド周囲の粘着部分は入りません。

＜院外処方せん作成する医療施設側のレセプト例＞

 

1200 1 0 1200 ハイドロサイトプラス（皮膚欠損用創傷被覆材 

皮下組織に至る創傷用 ①標準型 ）100平方㎝ 

10枚 
 

＜院外処方せんを受理し、創傷被覆材を供給する保険薬局側のレセプト例＞

処 方 調
剤
数
量

調剤報酬点数

医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料 
点

調剤
料

薬剤料 加算料

ハイドロサイト ジェントル 銀
被覆材・皮下組織用(標準）＊

保険算定面積 100cm２

10枚

1000 １ ０ 1000

＊償還価格10円/ｃｍ２

100ｃｍ２ｘ10円 ｘ 10枚/10円 点数化

特定保険医療材料の調剤料は無し

6

＜医師が作成する院外処方せん例＞

① サアミオン錠 0 5㎎ 3T
ノイキノン錠 10㎎ 6T
ペルジピン錠   20㎎ 3T
分3 毎食後 14TD

②プロスタンディン軟膏0.003％ 100g 1日1回

③

③皮膚欠損用創傷被覆材
皮下組織に至る創傷用 ①標準型
ハイドロサイト ジェントル 銀

12.5x12.5 (保険面積 100cm2）       
3週間分
10枚 １㎠当たり10円

在宅患者へ渡す場合：医療施設から ケース⑥

参考資料

©S+N



本お知らせの内容については、現在までの通知等をもとに弊社の文責で作成しております。解釈違いや読み漏れなどがある点を
ご容赦の上、参考としてお読みください。©S+N

参考資料
診療報酬に関する照会先

（令和4年3月4日現在）
都道府県 事業所の名称 電話番号
北海道 医療課 ０１１－７９６－５１０５
青森 青森事務所 ０１７－７２４－９２００
岩手 岩手事務所 ０１９－９０７－９０７０
宮城 指導監査課（宮城） ０２２－２０６－５２１７
秋田 秋田事務所 ０１８－８００－７０８０
山形 山形事務所 ０２３－６０９－０１４０
福島 福島事務所 ０２４－５０３－５０３０
茨城 茨城事務所 ０２９－２７７－１３１６
栃木 栃木事務所 ０２８－３４１－８４８６
群馬 群馬事務所 ０２７－８９６－０４８８
埼玉 指導監査課（埼玉） ０４８－８５１－３０６０
千葉 千葉事務所 ０４３－３７９－２７１６
東京 東京事務所 ０３－６６９２－５１２６

神奈川 神奈川事務所 ０４５－２７０－２０５３
新潟 新潟事務所 ０２５－３６４－１８４７
山梨 山梨事務所 ０５５－２０６－０５６９
長野 長野事務所 ０２６－４７４－４３４６
富山 富山事務所 ０７６－４３９－６５７０
石川 石川事務所 ０７６－２１０－５１４０
岐阜 岐阜事務所 ０５８－２４９－１８２２
静岡 静岡事務所 ０５４－３５５－２０１５
愛知 指導監査課（愛知） ０５２－２２８－６１７９
三重 三重事務所 ０５９－２１３－３５３３
福井 福井事務所 ０７７６－２５－５３７３
滋賀 滋賀事務所 ０７７－５２６－８１１４
京都 京都事務所 ０７５－２５６－８６８１
大阪 指導監査課（大阪） ０６－７６６３－７６６５
兵庫 兵庫事務所 ０７８－３２５－８９２５
奈良 奈良事務所 ０７４２－２５－５５２０

和歌山 和歌山事務所 ０７３－４２１－８３１１
鳥取 鳥取事務所 ０８５７－３０－０８６０
島根 島根事務所 ０８５２－６１－０１０８
岡山 岡山事務所 ０８６－２３９－１２７５
広島 指導監査課（広島） ０８２－２２３－８２０９
山口 山口事務所 ０８３－９０２－３１７１
徳島 徳島事務所 ０８８－６０２－１３８６
香川 指導監査課（香川） ０８７－８５１－９５９３
愛媛 愛媛事務所 ０８９－９８６－３１５６
高知 高知事務所 ０８８－８２６－３１１６
福岡 指導監査課（福岡） ０９２－７０７－１１２５
佐賀 佐賀事務所 ０９５２－２０－１６１０
長崎 長崎事務所 ０９５－８０１－４２０１
熊本 熊本事務所 ０９６－２８４－８００１
大分 大分事務所 ０９７－５３５－８０６１
宮崎 宮崎事務所 ０９８５－７２－８８８０

鹿児島 鹿児島事務所 ０９９－２０１－５８０１
沖縄 沖縄事務所 ０９８－８３３－６００６

7

引用：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905871.pdf
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製 品 名 規 格 1枚（1個）あたりの
保険算定面積（c㎡又はg） 承認番号

66390872

ハイドロサイト♢

薄型

5×6cm 30

21900BZX00491000

66390873 10×10cm 100
66390874 15×20cm 300
66390875 15×15cm 225
66390876 10×10cm 100
66390877 5×6cm 30
66801612

レプリケア♢ ET
5×7cm 35

226ADBZX00164000
66801615 10×10cm 100

皮膚欠損用創傷被覆材 管理医療機器（クラスⅡ）
【電算コード】処置で使用する場合：736730000 医療機関から供給する場合：710010301 院外処方で供給する場合：710010819

皮膚欠損用創傷被覆材 高度管理医療機器（クラスⅢ）
【電算コード】処置で使用する場合：736740000 医療機関から供給する場合：710010302 院外処方で供給する場合：710010820

参考資料

♢はスミス・アンド・ネフューの商標です。 ※ALGODERM TRIONIC®はLes Laboratoires BROTHIERの登録商標です。 ©S+N

次のページにも続きます。

製品番号 製 品 名 規 格 1枚（1個）あたりの
保険算定面積（c㎡又はg） 承認番号

66929360
アルゴダーム
トリオニックⓇ

10×20cm 200

22500BZI00009A0266929361 9.5×9.5cm 90.25
66929362 5×5cm 25
66929363 30cm,2gロープタイプ 158
66800538

ハイドロサイト
AD ジェントル

7.5×7.5cm 25

22100BZX00942000

66800539 10×10cm 56.25
66800540 12.5×12.5cm 100
66800541 17.5×17.5cm 225
66800898 仙骨用小 (17.1×16.8cm) 96.33
66800900 10×20cm 119
66800959 マルチサイト (17.1×17.9cm) 99.94
66801031 仙骨用大 (21.6×23cm) 182
66800674 ハイドロサイト

AD プラス
7.5×7.5cm 25

22100BZX0109600066800675 12.5×12.5cm 100
66801380

ハイドロサイト
ジェントル 銀

7.5×7.5cm 25

22500BZX0040900066801381 10×10cm 56.25
66801382 12.5×12.5cm 100
66801383 17.5×17.5cm 225
66800678

ハイドロサイト
プラス

5×5cm 25

22100BZX01097000

66800679 10×10cm 100
66800681 10×20cm 200
66800682 20×20cm 400

66000663JA 40×70cm 2,800
66800684 ヒールタイプ13.5×10.5cm 141.75
66391068

ハイドロサイト
ライフ

12.9×12.9cm 57.76

22600BZX00209000

66391069 15.4×15.4cm 104.04
66391070 21×21cm 237.16
66391304 ヒール用 (25×25.2cm) 242.73
66391306 仙骨用小 (17.2×17.5cm) 96.33
66391307 仙骨用大 (21.6×23cm) 182.25
66000434 レプリケア ウルトラ 10×10cm 100 22600BZX00539000
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製品番号 製 品 名 規 格 1枚（1個）あたりの
保険算定面積（c㎡又はg） 承認番号

7308
イントラサイト♢

ジェル システム

アプリパック8g 8
21000BZY003580007311 アプリパック15g 15

7313 アプリパック25g 25

皮膚欠損用創傷被覆材 高度管理医療機器（クラスⅢ）
【電算コード】処置で使用する場合：736750000 医療機関から供給する場合：710010303 院外処方で供給する場合：710010821

参考資料

♢はスミス・アンド・ネフューの商標です。 ※ALGODERM TRIONIC®はLes Laboratoires BROTHIERの登録商標です。

製造販売元
スミス・アンド・ネフュー株式会社 ウンドマネジメント事業部
〒105-5114 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館14階 TEL：03-5403-8930

電算コードは特定基材マスターで確認可能です。
https://www.ssk.or.jp/smph/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/r02/kihonmasta_05.html

©S+N
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